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令和 2年度 第 3回山県市公共交通会議資料 

前回（令和 2年度第 3回(R02.12.2)）からの経過報告 

 

令和 3年 1月 6日 

 市公共交通会議書面協議 

地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について    可決 令和 3年 1月 22 日 

令和 3年 2月 1日 

 公共交通会議設置要綱の一部改正の実施 

令和 3年 2月 4日 

 市公共交通会議書面協議 

公共交通利用促進策の協議について 

・土日祝日限定 1日乗車券の設定について 

・平日昼間帯限定 1日乗車券の設定について      可決 令和 3年 2月 24 日 

令和 3年 3月 1日 

 地域公共交通確保維持改善事業 ２次評価 

令和 3年 3月 22日 

 公共交通会議設置要綱の一部改正の実施 
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令和 3年 1月 6日書面協議の結果 

 

協議１ 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について＜回答状況＞  

委員数 18人（会長を除く）  

回答数 18人  

＜審議結果＞  

有効回答数 18人  

「可」と回答した委員数    18 人  

「否」と回答した委員数     0 人 

よって、原案のとおり承認されました。 

 

その他、本会の活動等についての意見 

○協議１に対する意見 

・神崎方面について、「地元の要望によりデマンド型から定路線となった」、「会議参加者全

員がデマンドに反対であった」とありますが、何人出席して実際に乗る方は何人いたの

ですか。 

→デマンド型の反対意見があった地域は、北山地域及び谷合地区の2地区でした。北山地

域では、出席者が27人、うち神崎系統の利用者は、２～３人程度でした。また、谷合地

区では、出席者が11人、うち岐北線利用者は、２～３人程度でした。平成30年度、令

和元年度と実証実験を行い、デマンド型交通について周知し、また、本年度も説明会を

実施し理解に努めましたが、想定よりも反対意見が多い結果となったため、デマンド型

での運行を断念し、定路線での運行に変更することとなりました。 

 

○本会の活動等に対する意見 

 ・美山地域デマンド型交通について、4 日前から予約ができると言うことですが、火曜日

に予約を行う場合の予約期間はどのようになりますか。 

 →現在の想定では、予約期間を 4 日前から当日運行開始の 30 分前までと設定しておりま

す。この 4 日前というのは、土日祝日を含まない 4 日前とすることを考えているため、

例えば月曜日に予約をする場合は、以下図のとおりになります。 

  

そのため、火曜日に予約を行う場合は、前週の水曜日から当日運行開始30分前までの予

約となります。（火曜第1便の利用の場合は、前日月曜日の17時まで） 
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令和 3年 2月 4日書面協議の結果 

 

協議１ 土日祝日限定１日乗車券の設定について＜回答状況＞  

委員数 18人（会長を除く）  

回答数 18人  

＜審議結果＞  

有効回答数 18人  

「可」と回答した委員数    18 人  

「否」と回答した委員数     0 人 

 

協議２ 平日昼間帯限定１日乗車券の設定について＜回答状況＞  

委員数 18人（会長を除く）  

回答数 18人  

＜審議結果＞  

有効回答数 18人  

「可」と回答した委員数    18 人  

「否」と回答した委員数     0 人 

 

よって、原案のとおり承認されました。 

 

その他、本会の活動等についての意見 

○協議１及び協議２に対する意見 

・あまり公共交通を利用しない方でも、こういう機会を設定することで市内を見て回っ

てみようや、陽気もよくなる時期でお買い物に出かけてみようなどと思われる方が見

えると思う。 

 

○本会の活動等に対する意見 

  ・年末年始の取り組みについて、バスの利用状況はどういう状況だったのか。 

  →総売上枚数は３７４枚であり、うち高富営業所売り上げ分は１６枚と市内の販売枚数

はかなり少ない枚数となりました。要因としては、新型コロナウイルスの感染拡大及

び年末年始における積雪に伴う外出控えに挙げられます。売り上げ枚数は少ない結果

とはなりましたが、本市としては今後も事業継続及び周知活動を実施していきたいと

考えております。 
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○山県市公共交通会議設置要綱 

平成２０年５月２２日 

告示第５３号 

改正 平成２２年６月１７日告示第５８号 

平成２３年３月３１日告示第３５号 

平成２４年２月２９日告示第３１号 

平成２４年７月１０日告示第１４６号 

平成２５年６月３日告示第８６号 

平成２７年６月１日告示第８１号 

令和３年２月１日告示第１４号 

 令和３年３月２２日告示第３６号 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び地域公共交通の活性化及び

再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）の規定に基づき、地域における需

要に応じた市民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、

地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、

地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画及び地域公共交通確保維持改

善事業費補助金交付要綱（平成２３年国総計第９７号、国鉄財第３６８号、国鉄

業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号、国空環第１０３号）の規

定に基づく生活交通確保維持改善計画（以下「交通計画等」という。）の策定に

関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、山県市公共交通会議（以下「交

通会議」という。）を設置する。 

（事務所） 

第２条 交通会議の事務所は、山県市高木１０００番地１に置く。 

（協議事項） 

第３条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１） 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関す

る事項 

（２） 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（３） 交通計画等の策定及び変更に関すること。 

（４） 交通計画等の実施に関すること。 

【資料1-2】 
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（５） 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

（交通会議の構成員） 

第４条 交通会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 副市長 

（２） 一般旅客自動車運送事業者 

（３） 市民又は利用者の代表者 

（４） 岐阜運輸支局長又はその指名する者 

（５） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代

表者 

（６） 岐阜県公共交通課長又はその指名する者 

（７） 道路管理者又はその指名する者 

（８） 岐阜県公安委員会又はその指名する者 

（９） 学識経験者 

（１０） 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。 

（報酬及び費用弁償） 

第６条 委員に対する報酬及び費用弁償は、山県市非常勤の特別職職員の報酬及び

費用弁償に関する条例（平成１５年山県市条例第３７号）に定めるところにより

支給するものとする。 

（会長及び副会長） 

第７条 交通会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は市長が指名する者を充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその

職務を代理する。 

（監事） 

第８条 監事は委員のうちから会長が指名し、交通会議の会計監査を行う。 
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２ 会計監査は、会計年度ごとの定期監査及び必要に応じての臨時監査とする。 

３ 監事は、会計監査の結果を交通会議の会議において報告する。 

（交通会議の会議） 

第９条 交通会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集

する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

４ 招集を受けた委員がやむを得ない理由等により会議に出席できないときは、会

議の開会までにその旨を会長に連絡した上で、代理者を出席させることができる。

この場合において、当該代理出席者を委員とみなす。 

５ 会議の議事は、出席委員の全員一致で決することを原則とするが、それが不可

能なときは出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

６ 前項の規定に関わらず、地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省

としての考え方について（平成１８年９月１５日国自旅第１６１号）に定める「地

域公共交通会議及び運営協議会の設置並びに運営に関するガイドライン」５．

（３）会議等における検討プロセスに基づく協議結果は、交通会議の議決があっ

たものとする。 

７ 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の決定により非公開と

することができる。 

８ 委員の招集が困難である場合等にあっては、全ての委員からの意見聴取及び賛

否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件とし

て、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うこと

ができるものとする。 

９ 会長は、必要があると認める場合は、議事に関係ある者を会議に出席させ、説

明若しくは助言を聞き、又は資料の提出を求めることができる。 

（幹事会） 

第１０条 協議事項の具体的な検討及び交通会議の運営に必要な事項を処理するた

め、交通会議に幹事会を置くことができる。 

２ 幹事会の幹事は、第４条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者のう

ちから、会長が指名する。 
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３ 幹事会は、必要に応じて関係者を招集し、意見を聴くことができる。 

（協議結果の取扱い） 

第１１条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重

し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（庶務） 

第１２条 交通会議の庶務は、まちづくり・企業支援課において処理する。 

（経費） 

第１３条 交通会議の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（財務に関する事項） 

第１４条 交通会議の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

（交通会議の解散等） 

第１５条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打

ち切り、会長がこれを清算する。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に必要な事項は、会長が

交通会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（山県市自主運行バス懇話会設置要綱の廃止） 

２ 山県市自主運行バス懇話会設置要綱（平成１６年山県市告示第４５号）は、廃

止する。 

附 則（平成２２年６月１７日告示第５８号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３１日告示第３５号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月２９日告示第３１号） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月１０日告示第１４６号） 

この要綱は、平成２４年７月１０日から施行する。 
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附 則（平成２５年６月３日告示第８６号） 

この告示は、平成２５年６月３日から施行する。 

附 則（平成２７年６月１日告示第８１号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年２月１日告示第１４号） 

 この要綱は、令和２年１１月２７日から施行する。  

   附 則（令和３年３月２２日告示第３６号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



・再編された路線がまちづくりと連携し、バスターミナルを拠点としたネットワークが機能しているか、ハーバス大
桑線・伊自良線等の利用者数が増加に結びついているか検証することが重要と考えます。また、路線によって
は大きな変更もあり、利用者への事前周知をお願いします。
・美山地域乗合バスの神崎方面のデマンド化が見送りとなり、これを踏まえ、地域公共交通網形成計画との整
合性を図るための見直しが必要と考えます。
・今回の再編により路線によっては大きな変更もあり、利用者への事前周知をお願いします。

二次評価結果

　評価できる取組

新バスターミナル開設に合わせた路線再編について、各地区の地域バス調整会議にて住民の意向を確認、可
能な限り反映させるための交通事業者等との調整や時間帯による運行体系の見直しなど、関係者間において
協議を重ね進めていることを評価します。

　期待する取組

評価対象事業

山県市公共交通会議

地域内フィーダー系統

（別紙）中部運輸局二次評価結果 令和３年３月１日付け中運交企第１５６号通知

自治体・協議会名
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